
Ｎｏ． 業者名 所在地 指名停止期間 理　　　　　由 備　　考

1 関東建設工業株式会社
群馬県太田市飯田町１５４７番地
ＯＴＡスクエアビル７Ｆ

令和７年６月２０日から
令和８年３月１９日まで

（9か月間）

群馬県桐生市が発注した新庁舎建設工事に
関する一般競争入札で公正な競争を妨げた
として、公契約競売入札妨害の疑いで同社の
使用人が逮捕されたため。

目黒区競争入札参加者
指名停止措置基準

第２条第１項
別表第２　３（３）イ

2
株式会社中央技術コンサルタ
ンツ

東京都新宿区西新宿八丁目５番１号
令和７年７月2２日から
令和８年７月２１日まで

（12か月間）

宮城県気仙沼市が発注した道路整備に係る
設計業務に関する一般競争入札で公正な競
争を妨げたとして、公契約関係競売入札妨害
の疑いで同社の代表役員等が逮捕されたた
め。

目黒区競争入札参加者
指名停止措置基準

第２条第１項
別表第２　３（３）ア

3 極東開発工業株式会社
大阪府大阪市中央区淡路町二丁目５
番１１号

令和７年１０月２日から
令和８年３月１日まで

（５か月間）

特定特装車製品の販売価格を引き上げる旨
を合意することにより、当該製品の販売分野
における競争を実質的に制限していたため。

目黒区競争入札参加者
指名停止措置基準

第２条第１項
別表第２　2（３）

※第4条第4項第1号適用
（期間短縮）

4 株式会社武翔総合管理
東京都練馬区豊玉北四丁目１１番７号
ＢＳ第２ビル

令和7年１２月２３日から
令和９年６月２２日まで

（１８か月間）

　「保育園給食調理業務（第三ひもんや保育
園 ）」の履行にあたり、当該業者へ再三改善
指導を行ったが改善されず、改善報告書の提
出を求めたが、期日までに提出されなかった
ため。
　また、区と何ら調整もなく、契約を解除したい
旨を一方的に通知し、区に混乱を招くなど不
誠実な対応を取ったため。

目黒区競争入札参加者
指名停止措置基準

第２条第１項
別表第１　２（１）

及び
別表第２　６（２）

※第４条第１項適用

指名停止業者一覧（令和７年１２月２３日現在）


